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平成28年(2016年)

［2面］住所変更・印鑑登録等の手続きには出張所のご利用を ［3面］防災とボランティア週間 1／15(金)〜21(木)

［7面］個人番号カード交付受付員・外国人住民相談員等(非常勤)募集、障害者余暇活動支援指導員(非常勤)募集

今号の
主な内容

社会保障・税番号制度の開始に伴い、1月から社会保障等の一部の事務手続きの際に、マイナンバーと身元確

認書類の提示が必要となります。また、1／18(月)から身分証明や電子申請に使える｢個人番号カード｣の交付と、

｢個人番号カード｣を利用した証明書等のコンビニ交付を開始します。

国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高
齢者医療・介護保険の被保険者証、国家公務
員・地方公務員共済組合員証、私立学校教職
員共済制度加入者証、年金手帳、児童扶養手
当証書、特別児童扶養手当証書など

2点以上必要なもの

官公署から発行、発給された顔写真付証明書等の場合は1点で足ります。それ以外
の場合は、氏名・住所または氏名・生年月日が確認できるもの2点以上が必要です。

※1 本人確認書類の例

運転免許証、運転経歴証明書(交付年
月日平成24年4月1日以降に限る)、パ
スポート、身体障害者手帳、愛の手帳
(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、
在留カード、特別永住者証明書など

1点で良いもの

一部店舗(千葉県内(2店舗)お
よび埼玉県内(1店舗))でのみ
利用可能※平成27年7／16現在

イオンリテール

サービス提供事業者一覧

全国の店舗(コミュニティ・
ストア等)へ順次展開予定※
平成27年3／5現在

ローソン

国分グローサーズ
チェーン

一部店舗(群馬県前橋市内の1
店舗)でのみ利用可能※平成
27年8／26現在

セーブオン

一部店舗(鹿児島県鹿児島市
内の1店舗)でのみ利用可能※
平成27年7／16現在

全国店舗で利用可能

セブン-イレブン

エーコープ鹿児島

備考
コンビニエンス
ストア名

サークルKサンクス
ファミリーマート

一部店舗(岩手県奥州市内の1
店舗)でのみ利用可能※平成
27年3／5現在

Aコープ北東北

全国店舗で利用可能セイコーマート

1月から介護保険や国民健康保険、子育て等に関する一部の手続きで皆さん

のマイナンバーが必要になります。

｢個人番号カード｣をお持ちでない場合は、｢通知カード｣(紙製で顔写真なし)

に加えて本人確認書類が必要となりますので、忘れずにご持参ください。
｢個人番号カード｣の交付を1／18(月)から開始します。｢個人番号カード｣

とは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー

を記載したプラスチック製のICチップ付カードです。本人確認書類とし

て使用できます。

▢問 江東区個人番号カードコールセンター☎0570-04-5010(8：30〜20：00)

▲コンビニのマルチコピー機から住民票などを取得

1／18(月)から、コンビニエンスストア等で｢個人番

号カード｣を利用した証明書自動交付サービスを開始

します。全国のコンビニに設置されているマルチコピ

ー機から各種証明書を取得できます。

※住民基本台帳カード、自動交付機カードはコンビニ

交付には利用できません。従来どおり区役所等に設置

の自動交付機をご利用ください。

［取得できる証明書］住民票の写し、課税非課税証明書(現年度分に限る)、印鑑登録証明書

［手数料］1通200円［利用時間］6：30〜23：00(システムメンテナンス時および年末年始を除く)［サービ

ス提供事業者］右表のとおり※マルチコピー機設置の有無は各店舗にお問い合わせください。

▢問 区民課証明係☎3647-3164

裏面

表面 個人番号カード

※外国人住民のうち、永住者・高度専門職第2号または特別永住者の個人番号カード
の有効期限は、発行日から発行日後10回目の誕生日まで(発行日において20歳未
満の方は発行日後5回目の誕生日まで)です。
※永住者または高度専門職第2号以外の中長期在留者(在留期間は最大5年)・一時庇
護許可者・仮滞在許可者等は、在留資格や在留期間の状況に応じて有効期限が異
なります(申請により個人番号カードの有効期限を変更することができます)。

個人番号カードの概要

○身分証明書
○個人番号の提供を求められた際に自分の個人番号が正しいか確認する
書類
○電子証明書による民間利用を含めた電子申請・取引等

利用の
場面

発行日から発行日後10回目の誕生日まで
(発行日において20歳未満の方は発行日後5回目の誕生日まで)※

有効期限

初回発行手数料は無料(再発行は1,000円(電子証明書200円を含む))手 数 料

マイナちゃん

見 本

見 本
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場所

個人番号カード交付窓口

1／18
(月)〜

開始日

総合区民センタ
ー2階展示ホー
ル
(大島4-5-1)

豊洲シビックセ
ンター11階区民
広場
(豊洲2-2-18)

区役所2階
区民ホール

②豊洲特別出張所※2

※1：外国人が国外から転入した場合や、新たに中長期在留者の資格を取得した
場合の手続きは、区役所(区民課住民記録係)のみになります。

※2：要介護認定等に関する手続きは、区役所(介護保険課認定係)のみになります。
※3：離婚や養子縁組の届出等および外国人の方の届出は、区役所(区民課戸籍係)
のみになります。

※4：児童扶養手当や特別児童扶養手当、児童育成手当、ひとり親家庭等医療費助
成の手続きは、区役所(子育て支援課給付係)のみになります。

別表1 出張所・豊洲特別出張所の主な取扱業務

○①のすべての業務
○戸籍の届出(婚姻届・出生届など)※3
○児童手当・子ども医療費助成等の手続き※4

○住所変更(転入・転出・転居・世帯変更届)※1
○印鑑登録・印鑑証明書
○住民票・課税証明書(税の申告をしている方)・非課税証明書・自動交付機カード
○戸籍の証明(戸籍謄本・抄本・附票の写し)の交付
○国民健康保険の届出 ○国民年金の届出の受付
○母子手帳の交付(保健所・保健相談所でも交付できます。)

①出張所

問合先

豊洲特別出張所戸籍係☎5859-0069
子育て支援課給付係☎5859-0165

電話

②豊洲特別出張所

別表2 出張所・豊洲特別出張所の所在地および利用時間

［利用時間］平日(水曜除く)8：30〜17：00、水曜8：30〜19：00、第3日
曜(3月のみ第4日曜)9：00〜16：00

豊洲特別出張所住民係(豊洲2-2-18豊洲シビックセンター3階)

［利用時間］平日8：30〜17：00

①出張所

☎3640-5355南砂出張所(南砂6-8-3)

電話

☎3531-6316

小松橋出張所(扇橋2-1-5)

☎3683-3734亀戸出張所(亀戸2-19-1カメリアプラザ1階)

☎3637-2451大島出張所(大島4-5-1総合区民センター2階)

☎3644-2181砂町出張所(北砂5-21-5)※3／18(金)まで移転中

☎3642-4456白河出張所(白河1-3-28深川江戸資料館内)

☎3642-8306富岡出張所(富岡1-16-12)

☎5606-5581

ま
す
の
で
︑
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
︒

※
水
曜
夜
間
窓
口
は
︑
祝
日
や
年
末

年
始
の
閉
庁
日
に
は
行
い
ま
せ
ん
︒

※
 
月
の
み
︑
日
曜
開
庁
は
第
	
日

曜
に
行
い
ま
す
︒

﹇
豊
洲
特
別
出
張
所
業
務
に
関
す
る

問
合
先
﹈

豊
洲
特
別
出
張
所
住
民
係

☎
(
 
�
 
�
)
'
 
�
'

▢問
区
民
課
住
民
記
録
係

☎
(
 
'
	
�
)
 
�
'
�

○最近6か月以内に
撮影したもの

○正面、無帽、無背
景のもの

○身分証明書として
適したもの

※郵送で申請する場
合は、写真の裏面に
氏名と生年月日を記
入してください。

顔写真のポイント

通知カードと一緒に郵送された｢個人番号カード交付申請

書｣に必要事項を記入し、顔写真(4.5×3.5cm)を貼り、返信

用封筒に入れて申請してください。交付申請書に添付してい

る申請書IDや、二次元コードを利用し、スマートフォンやパ

ソコンなどでも申請できます※通知カードについている｢個

人番号カード交付申請書｣と住民票の内容が違う場合、その

申請書および申請書ID・二次元コードは利用できません。個

人番号カード総合サイトから、白紙の申請書をダウンロード

するか、お近くの出張所または区民課住民記録係(区役所2階

3番)で新しい申請書の交付を受けてください。

個人番号カードの申請・交付の流れ

①個人番号カードの申請をする

カードの準備が整いしだい、区からカード交付のご案内を

封書で郵送します。封書を受け取ったら、以下のものが同封

されているか確認してください。

○個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書

○個人番号カード交付のご案内

案内に記載しているウェブサイトまたは江東区個人番号カ

ードコールセンターで受取日時を予約してください。予約に

は、ご案内に同封されたはがきに記載の予約IDが必要です。

予約した日時に必要書類を持参し、下表の窓口にご本人が

お越しください。

②個人番号カード交付のご案内を受け取る

③受取日時を予約する

④個人番号カードを受け取る
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例

▢時
日
時

▢場
場
所

▢集
集
合

▢人
対
象
・
定
員

▢費
費
用

▢内
内
容

▢師
講
師

▢保
一
時
保
育

▢締
締
切
日

▢申
申
込

▢問
問
合
先

▢
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▢ｅ
Ｅ
メ
ー
ル

HP

平
成
�
年
�
月

日
に
発
生
し
た

17

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
お
い
て
︑
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
住
民
の
自
発
的

な
活
動
に
よ
り
︑
多
く
の
方
が
救
助

さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
以
降
︑
災
害
時

に
お
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
重

要
性
が
再
認
識
さ
れ
︑
毎
年
�
月
17

日
が
﹁
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

日
﹂
︑
�
月

日
か
ら

日
ま
で
が

15

21

﹁
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
﹂
と

定
め
ら
れ
ま
し
た
︒

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
各
家
庭
の
防
災

対
策
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
︒

家
庭
の
減
災
対
策

阪
神
・
淡
路
大
震
災
犠
牲
者
の
大

部
分
は
︑
住
宅
の
倒
壊
や
家
具
転
倒

に
よ
る
圧
死
︑
窒
息
死
で
し
た
︒

住
宅
の
耐
震
補
強
や
家
具
等
の
転

倒
防
止
︑
ガ
ラ
ス
の
飛
散
防
止
対
策

等
を
行
っ
て
お
く
こ
と
に
よ
り
︑
自

分
自
身
や
大
切
な
家
族
の
命
を
守
る

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
︒

さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
︑

居
住
空
間
を
点
検
し
ま
し
ょ
う
︒

○
建
物
自
体
が
倒
壊
す
る
危
険
性
は

な
い
か

○
居
間
︑
寝
室
︑
台
所
な
ど
で
︑
家

具
や
大
型
家
電
が
転
倒
し
て
く
る

危
険
性
は
な
い
か

○
家
具
類
の
転
倒
や
ガ
ラ
ス
の
飛
散

に
よ
り
避
難
経
路
が
ふ
さ
が
る
危

険
性
は
な
い
か

地
震
の
発
生
は
防
げ
ま
せ
ん
が
︑

被
害
を
最
小
限
に
軽
減
さ
せ
る
こ
と

は
可
能
で
す
︒
居
住
環
境
の
安
全
対

策
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
︒

災
害
協
力
隊
の
結
成
・
加
入
を

災
害
協
力
隊
は
︑
各
地
域
の
町
会

・
自
治
会
や
管
理
組
合
を
中
心
に
地

域
の
住
民
が
互
い
に
助
け
合
い
︑
組

織
的
に
行
動
し
て
被
害
を
最
小
限
に

抑
え
る
た
め
に
結
成
さ
れ
て
い
る
自

主
防
災
組
織
で
︑
約
�
�
�
隊
が
活

動
し
て
い
ま
す
︒

区
で
は
︑
災
害
協
力
隊
を
育
成
し
︑

技
術
の
向
上
を
図
る
た
め
︑
さ
ま
ざ

ま
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
︒
集
合

住
宅
等
で
災
害
協
力
隊
が
結
成
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
︑
地
域
の
災
害
協

力
隊
へ
の
参
加
や
︑
新
た
な
災
害
協

力
隊
の
結
成
を
ご
検
討
く
だ
さ
い
︒

▢問
防
災
課
災
害
対
策
係

☎
(
�
	


�
)
�

�
�

﹁
我
が
家
ル
ー
ル
﹂の
取
り
決
め
を

地
震
は
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
り
ま

せ
ん
︒
発
生
時
に
家
族
が
別
々
の
場

所
に
い
る
場
合
や
︑
発
生
に
よ
り
離

れ
ば
な
れ
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
︒
お
互
い
に
ど
う
連
絡
を
取
り
︑

ど
の
よ
う
な
経
路
で
避
難
し
︑
ど
こ

で
落
ち
合
う
の
か
を
家
庭
内
で
決
め

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
す
︒
電
話
や

メ
ー
ル
が
つ
な
が
り
に
く
く
な
る
こ

と
を
考
慮
し
て
︑
下
の
欄
外
に
記
載

の
﹁
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
︵
�
�

�
︶
﹂
の
利
用
方
法
を
覚
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
︒

区
で
は
︑
避
難
所
や
避
難
場
所
の

位
置
・
災
害
時
の
心
得
・
非
常
持
出

品
リ
ス
ト
な
ど
を
掲
載
し
た
防
災
マ

ッ
プ
︵
区
内
全
図
版
�
種
類
︑
各
地

区
版
	
種
類
︑
外
国
語
版
�
種
類
︶

を
配
布
し
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ア
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹁
江
東
区
防
災
マ
ッ

プ
﹂
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
︒

﹇
防
災
マ
ッ
プ
配

布
場
所
﹈こ
う
と

う
情
報
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
︵
区
役
所
�

階
︶
︑
防
災
課
︵
区

役
所
隣
防
災
セ
ン

タ
ー


階
︶
︑
各

出
張
所
・
図
書
館
※
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
︒

東
京
消
防
庁
災
害
時
支
援

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

東
京
消
防
庁
管
下
で
震
度
	
弱
以

上
の
地
震
が
起
き
た
際
や
大
規
模
な

自
然
災
害
や
事
故
が
発
生
し
た
際
に
︑

消
防
活
動
の
支
援
を
行
う
登
録
制
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
︒

活
動
に
は
︑
消
防
署
へ
の
事
前
登

録
が
必
要
で
す
︒
詳
細
は
最
寄
り
の

消
防
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
深
川
消
防
署

☎
(
�
	


�
)
�
�
�
�

城
東
消
防
署

☎
(
�
	
�
�
)
�
�
�
�

退
職
な
ど
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
す
る
と
き
や
︑
会
社
等
の
健
康
保

険
に
加
入
し
て
国
民
健
康
保
険
を
や

め
る
と
き
は
︑

日
以
内
に
届
出
を

14

し
て
く
だ
さ
い
︒

次
に
該
当
す
る
方
は
国
民
健
康
保

険
の
加
入
対
象
と
な
り
ま
す
︒
お
手

続
き
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
︑
早
急

に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
︒

○
現
在
無
職
で
︑
他
の
健
康
保
険
の

被
扶
養
者
や
任
意
継
続
に
該
当
し

な
い
方

○
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
・
ア
ル
バ
イ
ト

契
約
を
し
て
い
る
方
の
う
ち
︑
収

入
の
増
加
等
で
他
の
健
康
保
険
の

被
扶
養
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た

方
○
個
人
経
営
の
事
業
主
と
そ
こ
に
お

勤
め
の
方
で
︑
他
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
な
い
方

※
社
会
保
険
の
強
制
適
用
事
業
所

︵
法
人
の
事
業
所
ま
た
は
常
時

人

以
上
が
従
事
す
る
適
用
事
業
所
︶
に

お
勤
め
の
方
は
︑
国
民
健
康
保
険
へ

の
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
︒

▢問
医
療
保
険
課
資
格
相
談
係

☎
(
�
	


�
)
�
�
	
�

℻

(
�
	


�
)
�




�

区
は
︑
平
成

年
度
の
一
般
環
境

27

の
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
を
︑
�
地
点

︵
豊
洲


丁
目
︑
亀
戸
�
丁
目
︑
東

陽


丁
目
︶
で
連
続
す
る
�
日
間
実

施
し
ま
し
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
総
繊
維

数
濃
度
の
平
均
値
は
す
べ
て
の
調
査

地
点
で
�
・
�

	
未
満
︵
本
／
ℓ
︶

と
な
り
ま
し
た
︒

ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
に
は
環
境
基
準

は
設
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
Ｗ
Ｈ

Ｏ
︵
世
界
保
健
機
関
︶
に
よ
る
と
都

市
に
お
け
る
大
気
中
の
ア
ス
ベ
ス
ト

濃
度
は
一
般
に
�
～

︵
本
／
ℓ
︶

10

で
あ
り
︑
こ
の
程
度
で
あ
れ
ば
健
康

区
で
は
︑
ひ
き
こ
も
り
を
は
じ
め

社
会
的
に
困
難
を
抱
え
る
若
者
が
︑

次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
手
助

け
を
す
る
事
業
︵
こ
う
と
う
ゆ
ー
す

て
っ
ぷ
︶
と
し
て
︑
専
門
知
識
と
経

験
を
有
す
る
相
談
員
が
個
別
に
面
談

ま
た
は
電
話
相
談
を
行
っ
て
い
ま
す
︒

▢時

▢場
左
表
の
と
お
り

▢人
区
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
お

お
む
ね

～

歳
ま
で
の
方
お
よ
び

15

35

そ
の
保
護
者
︒
�
回
の
開
催
で


～

	
人
程
度

▢費
無
料

▢内
個
別
面
談
︑
電
話
相
談
︑
当
事

者
の
居
場
所
運
営
お
よ
び
専
門
機
関

の
紹
介

▢師
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
青
少
年
自

立
援
助
セ
ン
タ
ー
相
談
員

▢申
面
談
は
各
開
催
日
前
日
︵
土
・

日
曜
︑
祝
日
を
除
く
︶
ま
で
に
︑
電

話
相
談
は
開
催
日
に
相
談
専
用
ダ
イ

ヤ
ル☎

�
�
�
(
�
�
�

)
	
�
�
�

ひ
き
こ
も
り
支
援
講
演
会

ひ
き
こ
も
り
状
況
の
問
題
点
や
支

援
策
を
現
在
進
行
形
の
現
場
視
点
で

お
話
し
し
ま
す
︒
特
に
ひ
き
こ
も
り

支
援
で
重
要
と
な
る
︑
保
護
者
・
訪

問
支
援
・
就
労
支
援
の
具
体
例
を
紹

介
し
ま
す
︒

▢時
�
月

日
︵
日
︶
午
後
�
時
半

24

～


時

▢場
豊
洲
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ

ー
�
階
第
�
研
修
室

▢人
ど
な
た
で

も

人
︵
先
着
順
︶
▢費
無
料

▢師

30
河
野
久
忠
︑
菅
野
周
平
︵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
青
少
年
自
立
援
助
セ
ン
タ
ー
︶

▢申
当
日
直
接
会
場
へ

﹇
講
演
会
に
関
す
る
問
合
先
﹈Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
青
少
年
自
立
援
助
セ
ン
タ
ー

☎
�


�
(


�
)
�

�


▢問
青
少
年
セ
ン
タ
ー

☎
(
�
	
�
�
)
�
�
�



リ
ス
ク
は
検
出
で
き
な
い
ほ
ど
低
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
区
の
調
査
結
果

は
こ
の
数
値
を
大
き
く
下
回
っ
て
お

り
︑
問
題
と
な
る
濃
度
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
︒

区
で
は
︑
今
後
も
推
移
を
み
る
た

め
︑
ア
ス
ベ
ス
ト
調
査
を
継
続
し
て

い
き
ま
す
︒

▢問
環
境
保
全
課
調
査
係

☎
(
�
	


�
)
	
�


�

▲Android用 ▲i-Phone用

出張相談会

江東区文化センター6階第2
・3会議室(東陽4-11-3)

2／26(金)
13：30〜16：30

豊洲シビックセンター8階
第3・4研修室

3／25(金)
13：30〜16：30

豊洲シビックセンター8階
第3・4研修室(豊洲2-2-18)

1／22(金)
13：30〜16：30

会場日程

※2／6(土)、3／17(木)は居場所運営あり

相談会・居場所運営

青少年センター第1研修室
(亀戸7-41-16)

1／21(木)、2／6
(土)、3／17(木)
14：00〜18：00

会場日時
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災害時の連絡確認・連絡方法

災害時の正しい情報入手や、家族との連絡方法を確認しておきましょう。地震

発生時には、多くの方が一斉に電話をかけ、かかりづらくなります。安否確認や

集合場所の連絡のため、災害用伝言ダイヤルの利用方法を覚えておきましょう。


	KUH011101.pdf
	KUH011102
	KUH011103

